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歴
史
を
語
る
書
物

一一、
日
本
の
歴
史
書

十
月
五
日
j
十

一
月
六
日

十

一
月
九
日
j
十
二
月
八
日

日
記

・
記
録

一
月
十

一
日
j
二
月
九
日

一一
月
二
十
二
日
j
三
月
二
十
三
日

四

－
日
本
の
歴
史
書

二

じ

き

わ
が
国
の
歴
史
書
は
八
世
紀
に
成
立
し
た

『古
事
記
』

に
ほ
ん
し
よ
さ

『日
本
書
紀
』
に
は
じ
ま
り
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
わ
が
国
は
、

天
皇
を
中
心
と
し
た
国
造
り
を
進
め
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
天

皇
を
絶
対
的
統
治
者
と
し
て
正
当
化
し
、
外
国
に
対
し
て
も

恥
ず
か
し
く
な
い
歴
史
舎
が
必
要
で
し
た
。
『
日
本
書
紀
』

し
＆〈

に

ほ
ん

u
g

に
ほ
ん
ニ
う

き

し
A
〈
に

ほ
ん

こ

う

さ

も

ん

と

〈

以
降

『続
日
本
紀
』
『
日
本
後
紀
』
『
続
日
本
後
紀
』
『
文
徳

て
ん
の
う
一
じ
つ
ろ
〈
多
ん
だ
↑
じ
っ
ろ
〈

天
皇
実
録
』
『
三
代
実
録
』
と
十
世
紀
に
か
け
て
、
あ
わ
せ

り
つ
ニ
〈
し

て

『六
国
史
』
と
呼
ば
れ
る
漢
文
の
編
年
体
で
統

一
さ
れ
た

天
皇
の
動
静
を
中
心
と
し
た
官
撰
の
正
史
が
次
々
と
編
纂
さ

れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
藤
原
氏
の
全
盛
時
代
を
迎
え
、
天
皇
に
政
治
の

笑
椛
が
な
く
な
る
と
、
こ
の
官
撰
正
史
の
編
纂
は
途
絶
え
て

し
ま
い
ま
す
。
天
皇

・
公
家
に
か
わ

っ
て
武
士
の
世
の
中
止

ゐ
づ
去
のが
み

な
る
と
、
鎌
倉
幕
府
の
公
記
録

『吾
妻
鏡
』
、
徳
川
家
康
か

と
〈
が
わ
じ
今
、
‘

ら
十
代
家
治
に
い
た
る
歴
代
将
軍
の
事
蹴
録

『徳
川
実
紀
』

な
ど
が
編
纂
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
国
を
常
に
手
本
と
し
た
我

が
国
で
す
が
、

中
国
の
隠
代
王
朝
が
、
前
王
朝
の
正
史
を
書

継
い
で

『二
十
五
山
人』
と
し
て
逃
し
た
の
に
対
し
、
わ
が
国

に
は
、
前
政
椛
の
事
蹟
を
書
継
ぐ
と
い
う
例
は
な
く
、
自
ら

の
政
権
の
王
当
性
を
主
張
す
る
た
め
に
自
ら
の
肢
山
ん
を
編
纂

す
る
と
い
う
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
時
の
政
権
が
編
纂
し
た
「
（
打
撲
史
」
に
対
し
て
、

歴
史
を
著
者
の
歴
史
観
に
基
づ
い
て
記
述
し
た
歴
史
詐
が
あ

り
ま
す
。
日
本
史
の
流
れ
を
仏
教
的
世
界
観
で
解
釈
し
た
わ

ぐ
か
ん
し

S

が
国
紋
初
の
史
論
品
川
H

で
あ
る
慈
円
に
よ
る

『出
管
抄
』
、
南

じ
ん
の
う
し
品
う
と
う

朝
正
統
論
に
基
づ
い
た
北
畠
貌
房
の
南
北
朝
史

『神
皇
正
統

記
』
、
武
家
政
権
の
必
然
性
、
徳
川
政
権
の
正
当
性
の
立
場

に
立
っ
た
噺
井
白
石
の

『読
史
余
論
』
が
あ
り
、
天
皇
制

正
当
化
と
い
う

『六
国
史
』
と
同
じ
立
場
に
立
っ

て
水
戸
滞

が
編
纂
し
、
明
治
以
後
の
皇
国
史
観
に
影
響
を
与
え
た

『大

に
ほ
ん
し

日
本
史
』
も
こ
の
範
略
に
い
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

尾
張
務
初
代
務
主
義
市
一は
、
『六
回
史
』
を
も
と
に

『類

来
日
本
紀
』
を
編
纂
し
、
こ
れ
に
際
し
て
収
集
さ
れ
た

『六

回
史
』
や
そ
の
注
釈
舎
の
す
ぐ
れ
た
写
本
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
、
務
の
記
録
を
編
纂
す
る

「御
記
録
所
」

（の
ち
に
「
御
日
記
所
L

）
が
設
置
さ
れ
、
こ

こ
に
は
、
幕
府
や
務
の
記
録
、
編
纂
物
は
も
ち
ろ
ん
日
本
史

の
基
本
文
献
が
収
集
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
経
緯
で
、
尾

張
藩
の
蔵
舎
を
引
き
継
ぐ
現
在
の
蓬
左
文
庫
に
は
日
本
の
歴

史
書
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

。
日
記
と
記
録

臼
記
を
は
じ
め
、
個
人
や
団
体
が
自
己
の
備
忘
の
た
め
に

書
き
溜
め
た
記
録
は
、
歴
史
を
語
る
史
料
と
し
て
重
要
な
位

世
を
占
め
て
い
ま
す
。
と
く
に
わ
が
国
に
は
中
国
や
欧
米
に

比
べ
、
日
記
類
が
多
量
に
伝
存
し
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

ひ
れ
仏

み

き

日
を
追

っ
て
自記
さ
れ
る
日
記
は
、
日
次
記
と
も
呼
ば
れ
、
奈

良
平
安
の
時
代
か
ら
宮
廷
や
官
庁
さ
ら
に
諸
家
に
お
い
て
記

録
さ
れ
ま
し
た
。
と
く
に
公
家
の
日
記
は
朝
廷
の
行
事
や
重

要
な
私
事
を
書
き
留
め
た
自
分
や
そ
の
職
務
を
継
承
す
る
子

孫
の
た
め
の
記
録
と
し
て
発
達
し
、
後
世
の
人
が
こ
う
し
た

日
記
を
効
率
よ
く
利
用
す
る
た
め
の
目
録
も
つ
く
ら
れ
ま
し

た
。
こ
う
し
た
記
録
重
視
の
伝
統
は
、
武
家
社
会
に
お
い
て

も
受
け
継
が
れ
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
各
種
各
様
の
役

所
の
円
記
と
と
も
に
、
武
士
に
限
ら
ず
、
民
民
、
商
人
肘
の

記
し
た
も
の
な
ど
多
く
の

H
記
、
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
記
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は
、

H
次
記
の
系
統
を
引
い
て

と
め
句
ふ
う

H
を
追

っ
て
記
さ
れ
た

「印
川
帳
」
も
あ
り
ま
す
が
、
後
日
整

理
編
纂
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
徳
川
幕
府
の
編
纂
し
た
『徳
川

笑
紀
』
、
尾
張
務
の

『御
記
録
』
な
ど
は
、
長
い
年
月
を
か

け
て
日
記
形
式
に
編
纂
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
官
撰
史
と
も
い

え
る
公
記
録
で
す
。

ま
た
、
江
戸
時
代
の
尾
張
滞
士
の
H
記
と
し
て
は
、
制
日

b

伺う
U
ろ
う
ち
・
う
き

重
草
の

『艶
鵡
能
中
記
』
（
三
頁
参
照
）
が
よ
く
知
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
ほ
か
に
も
務
士
や
陪
臣
な
ど
に
よ

っ
て
ω

記
さ
れ

た
日
記
、
記
録
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
幕
末
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
収
集
し
た
記
録
を
交
換
す
る
「
同
好
会
」
が
あ

っ
た
ほ
ど
で
、
こ
う
し
た
状
況
を
背
景
と
し
て
、
水
野
正
信

せ
hv
そ

う

さ

ぷ

ん

め

い

り

ん

ど

う

の

『背
窓
紀
間
』（
五
頁
参
照
）
や
滞
校
明
倫
堂
の
教
授
を
務

か
ん
・
・
・う
£
人
び
つ

め
た
釧
野
安
・
訴
の

『感
興
没
筆』

な
ど
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

、
，

輪
、
伊

V
よ
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H
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閲

覧
p」『

主

『娘
鵡
籍
中
記
』
の
諸
本
に
つ
い
て

お
う

U
ろ
う
色
命
う

S

『艶
鵡
能
中
記
』
は
、
尾
時
間
務
士
朝
日
重
章

（一六
七回
i
一七
一八
）

に
よ
る
貞
享
元
年

（二ハ八
回
）
か
ら
享
保
二
年
（
一七
一七
）
に
い
た
る
記

録
で
あ
る
。
重
意
自
身
の
身
辺
の
記
録
か
ら
当
時
の
祉
相
、
将
軍

家
、
尾
張
家

一
門
の
行
状
ま
で
、
名
古
屋
を
中
心
と
し
た
記
録
で

多
岐
に
波

っ
て
い
る
。
『
鵬
鵡
龍
中
記
』
に
つ
い
て
は
、
全
一巻
の

翻
刻
が

『名
古
屋
叢
品
川
u
続
編
』
九

1
一
こ
に
あ
り
、
最
近
で
は
岩

波
文
庫
に
そ
の
抄
出
が

『摘
録
期
鵡
能
中
記
』
と
し
て
収
録
さ
れ

た
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
底
本
と
し
て
い
る
の
が
、
現
在
徳
川

林
政
史
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
全
二
十
八
巻
三
十
七
附
の
写

本
で
あ
る
。
こ
の

『鶴
鵡
能
巾
記
』
は
、
尾
張
務
御
文
庫
の
旧
蔵

山
中
げ
で
あ
り
、
名
十
日
屋
市
へ
移
管
さ
れ
る
以
前
の
蓬
左
文
庫
の
蔵
書

で
あ

っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
び
同
研
究
所
の
ご
協
力
に
よ
り
、

こ
の
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

（ポ
ジ
テ
ィ
ブ
版
）
を
蓬
左
文
庫

で
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

っ
た
。
こ
の
機
会
に
、
現
在

俗
認
さ
れ
て
い
る

『鶴
鵡
能
小
記
』
の
諸
本
に
つ
い
て
紹
介
し
て

お
き
た
い
と
思
う
。

完
本

徳
川
林
政
史
研
究
所
本

二
十
八
巻
三
十
七
州

現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
現
存
時

一
の
完
本
で
あ
る
。

各
附
巻
頭
に
尾
張
務
御
文
庫
の
蔵
書
印
「
尾
府
内
庫
図
書
L

の
印

記
が
あ
り
、
こ
の
写
本
が
、
尾
根
務
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
文
化
文
政
則
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
尾
張

務
の
政
書
目
録
に
記
さ
れ
た
「
鶴
鵡
能
中
記

三
十
七
附
」
が
、

こ
の
写
本
に
あ
た
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
こ
れ
は
、

制

H
霊
園羊
の
自
筆
阪
本
で
は
な
い
。
そ
の
筆
跡
は
、
複
数
の
手
に

な
る
も
の
で
あ
り
、
縦
三

O
、
九
横
二
一

、
三
セ
ン
チ
と
い
う
大
型

本
に
以
す
る
表
紙
の
大
き
さ
は
、
献
上
を
前
提
と
し
た
市
計
本
で

も
な
い
か
ぎ
り

一
部
士
が
白
身
の
記
録
に
使
用
す
る
紙
の
大
き
さ

で
は
な
い
。

こ
の
本
の
書
写
年
代
に
つ
い
て
は
、
「
こ
れ
は
後
代

（究
政
ご

ろ
か
）
に
な

っ
て
元
禄
期
に
お
け
る
尾
張
務
の
諸
事
件
、
正
史
で

あ
る

『滞
留
書
』
『
市
中
断
録
』
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
装
而
史
を

務
上
層
部
が
務
政
上
の
参
考
と
す
る
た
め
に
正
確
に
書
写
さ
せ
た

も
の
と
み
る
。
」
（
加
賀
樹
芝
朗
若

『元
禄
下
級
武
士
の
生
活
』
一

九
六
六
）
と
い
う
適
切
な
推
論
が
あ
る
。
元
禄
十
三
年

（一七
0
0
）
ま

で
の
務
政
を
記
録
し
た

『事
蹟
録
』
は
、
宝
暦
十
三
年

（一七六三）

に
成
立
し
て
い
る
が
、
そ
の
引
用
品
川
U

に

『鶴
鵡
能
中
記
』
は
揚
げ

ら
れ
て
い
な
い
。
次
に
尾
張
藩
が
、
務
政
記
録
編
纂
の
た
め
の
古

い
記
録
の
収
集
書
写
を
笑
施
す
る
の
は
、
究
政
年
間

（一七八九
i

一八
0
0
）
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に

一
九
世
紀
前
半
に
は
、

『鶴
鵡
能

中
記
』
は
務
主
の
手
元
政
令
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
林
政
史
本
は
、

一
八
世
紀
末
か
ら

一
九
世
紀
は
じ
め
に
か
け
て
、
尾
張
務
の
役
人

数
名
の
書
写
に
よ

っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
日
ぃ
。

抄
本
A

完
本
全
体
の
抄
山
本
で
あ
る
。
現
在
、
次
の
二
件
が
隊
恕
さ
れ

て
い
る
。
務
政
に
関
係
す
る
部
分
を
中
心
に
抄
出
し
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
、
こ
の
抄
本
の
成
立
は
、
務
政
記
録
編
纂
と
何
ら
か
の
関

係
が
あ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

①
名
古
屋
市
鶴
舞
小
火
同
書
館
所
蔵
本
五
附

（写
真
二
頁
）

九
又
は
、
十
附
本
で
あ

っ
た
も
の
を
五
附
に
改
装
し
た
可
能
性

が
あ
る
。
巻
末
に
「
本
書
ハ
市
名
古
屋
市
中
区
奥
村
定
蔵
本
ナ
リ

シ
カ
明
治
凹
十
二
年
三
月
市
史
資
料
ト
シ
テ
購
入
セ
リ
、
但
シ
本

古
ト
同
名
ニ

・ン
テ
、
尚
ホ
数
附
ニ
渉
ル
モ
ノ
腺
下
知
多
郡
内
海
町

大
道
寺
氏
蔵
書
小
ニ
モ
ア
ル
ヲ
以
幸
ニ
照
合
器
」
と
あ
り
、

『金

城
温
古
録
』
の
編
者
奥
村
得
義

会七
九
一一丁一八六二
、
奥
村
定
の
養
父
）

の
旧
政
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
特
徴
の
あ
る
筆
跡
か

ら
、
こ
の
写
本
の
筆
者
は
尾
張
務
の
重
臣
大
道
寺
家
の
用
人
水
野

正
信

（一八

2
1
交
、
幕
末
期
の
世
相
や
海
外
関
係
な
ど
多
く
の
記

録
を
残
し
た
。
何
義
の
収
集
し
た
資
料
の
な
か
に
は
、
水
野
正
信

畿
の
も
の
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。）

で
あ
る
。
何
義
の
利
纂

「
松
昨
梓
筆
」
に
よ
る
と
、
川
村
義
は
、
弘
化
二
年

（一八四五）
頃
に

は
ま
だ

『鶴
鵡
能
小
記
』
を
笑
際
に
H
ん
て
い
な
い
か
ら
、
奥
村
家

の
政
告
と
な

っ
た
の
は
そ
れ
以
後
で
あ
ろ
う
。
享
保
二
年
の
故
後

の
記
事
の
後
に
「
則
的
鵡
能
中
之
記
を
見
し
ま
ま
に
心
に
と
、
ま
る

市
中
の
み
誌
し
単
文
政
十
三
寅
之
年
」
と
あ
る
。
実
際
の
こ
の
写

本
の
書
写
年
月

H
と
し
て
も
矛
盾
は
な
い
が
、
も
と
に
な

っ
た
写

本
に
こ
の
記
事
が
存
在
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

②
岩
倉
市
立
図
書
館
所
蔵
本
十
柵

現
在
、
州
開
株
本
の
第

一
附
の
前
半
に
あ
た
る
部
分
が
、
第
十
附

と
な

っ
て
披
終
附
に
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
第
九
附
に
正
徳
六
年

か
ら
享
保
二
年
の
部
分
が
き
て
い
る
。
第
九
附
の
巻
末
に
、
鶴
舞

本
と
同
じ
「
艶
鵡
能
中
之
記
を
見
し
ま
、
に
心
に
と
、
ま
る
引
の

み
誌
し
器
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
が
、
「
文
政
十
三
寅
之
年
」
の

記
述
は
な
い
。
筆
者
は
、
複
数
で
、

一
人
は
水
野
正
信
と
推
定
さ

れ
る
。
本
計
は
、

『名
古
屋
叢
書
続
編
』
解
説
で
編
者
市
橋
鍔
氏

が
家
政
と
記
し
た
写
本
で
、
そ
れ
以
前
は
、
大
道
寺
家
の
所
蔵
だ

っ
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
①
の
紛
糾
舛
図
書
館
蔵
本
の
巻

末
に
記
さ
れ
た
「
大
道
寺
氏
蔵
本
中
」
に
あ

っ
た
照
合
に
使
用
し

た
写
本
に
あ
た
る
よ
う
だ
。

抄
本
A
の
①
と
②
の
関
係
は
、

②
が、

①
を
も
と
に
作
成
さ
れ

た
市
計
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

抄
本
B

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本

二
附

完
本
券
こ
か
ら
凹
巻
ま
で
凹
附
分

（
貞
享
二
年
1
元
禄
六
年
）

の
写
本
。
現
在
二
術
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
は
凹
附
本
で

あ
る
。
幕
末
期
の
尾
張
滞
士
の
記
録
等
に
登
場
す
る
大
惣
の
貸
本

に
あ

っ
た

『鵜
鵡
能
中
記
』
に
あ
た
る
。
（
詳
し
く
は
、
小
池
市

夫
「
『鰐
鵡
龍
中
記
』
の
再
検
討
」
金
銑
叢
書
七
参
照
）

現
在
の
所
、
以
上
の
諸
本
の
聞
に
は
、
次
の
よ
う
な
関
係
が
考

え
ら
れ
る
。
鶴
舞
本
、
国
会
本
と
林
政
史
本
の
問
に
林
政
史
本
か

ら
直
按
作
成
さ
れ
た
抄
本
A
B
の
原
本
が
存
在
し
た
可
能
性
も
あ

る
。

（

文

武

桐

原

）
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－
抄
本
A
｜
鶴
舞
本
l
岩
倉
本

自
筆
原
本
｜
林
政
山
人
本
上

「
抄
本

B
｜
国
会
本

参
考
文
献

塚
本
学
「
解
説
」
（
『摘
録
鶴
鵡
能
中
記
』）
、
小
池
町
七
人

前
拘
論
文
、
市
橋
鍔
「
解
説
」
「
寵
中
記

・
つ
れ
づ
れ
草
」
（
『名
占
反

叢
世
続
編
九

・
同
二
一
』
）
、
加
賀
樹
芝
削
前
掲
柱
、
山
本
祐
了
「
尾
岐

部
御
－
X
席
に
つ
い
て
一
ご
（
『
名
古
屋
市
博
物
館
研
究
紀
要
九
』）



円本の歴史書一-3. 歴史を語る書物・展示室

事品、，，

守

1
1
1
1

阪
附
十日恥
いや
あ
いむ

‘都

新

勺
－L
T

慶長14年 (J609）写

上｜ 本ll~tJJ の官撲の！歴史｛~）＇. 「 日本告紀』 の第一 ・ 二巻。

国造りの干ij1 ~1riゃ伝説を記したや11代巻の部分にあたる 。

r El 4>= '1~1：紀』 は 、 養老凹年 （720 ） の成立で、千111代か ら

持統天皇ll年 （697）までを記述している。

本主1・は、徳川家肢の11:1政当ーで、尾張藩初代j務王義［庄が、

父家康の:iJ'.i:M，として譲り受けた 「！駿j日If;卸説本」のひとつ
うら’ぜ かね，，

である。巻末にある吉間 （卜青II）兼見 （1535-1610）の
！；，がや4「

奥誌によると 、大久保長安 （1545-1613）の命によ って、

吉間家所蔵の秘本からつくらせた写本であることがわか

る。

台Ai~it見は、家学の 卜剖11111道で知られる千lji学者で！.！－：.＇！調

和11社の布11官、本r1:=成立の翌年に没している。また、弟の
ぽんL・A
？？！：舜 (1553～ 1632）は、や｜！？な院の住職で、 二時間千111社の布11

：：；，・寺日IJ当をも務めた。和11仏両道に通じ、古典の手：＝写等で

も知られ、晩年の家康に捌かれ、その学術顧問として活

脱している。大久保長安は、江戸幕府専'i:f:IJWJに家康に重

mされ、検地、江戸H寺代初期金山のIJ日発、街道の箆1m1な

ど幕府財政と地方支配の確立に貢献した人物である。

じ人ピ也 、町 ！ ~

干111代巻

29.5×23. 4cm 

じは人し＂ ~ 

日本：！？紀

、

t”・司、

． ・．

・・
均
一
代
将

凶
VJ
’
M

1
向
制
約〆仰
い舟
砂
ね
バ
州
一
戦
必

／

勾中

Jtm切

手
州
市川

chふ
内
悦
）万
一

療
が
や

J

列
ね
い訴
時
々
科
刻
印
品γ

仰
い符
均
九
州
荷
動
・科
門
犠

Jt処
アヨj
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安
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・展示室 歴史を語る書物 -4.円記 ・記録一

ニうい・うえつねんに~ ~ 甘いそヲ苫ぷ人

！黄i州越年円記 Zillt 向付録3illt ，•；：窓紀fol 第］ 44-148巻

c 
J 

元if；元年一明治元年（ 1864～68）作成水野正信等筆

1'r窓紀｜制全204illtの内 24×17cm 

JC i内7[{f. ( 1 864 ） 、 前j壬 ·J~i権 一t徳川 ／；｛）勝が総替を務め
だいどうじ

た第 l次長州征伐に！”i]ifiしたJ出長維のill医大道寺家のJIJ
みず の 1.~OM: 

人;J<!i!f.1E信(1805-1869）による記録。はじめの2111rは、

;J<!j!f ！日三白身によるlOHJ811の名r1i11iW立から、翌年4

J J 21日制治までの日記形式の記鉱を＂＇心とする 。HU3

lllrは、 jffij主の記録や、 f!E長総’i守j主：)J券の行動についての記

録、さらにff（： ~[i：した人々の記鈷の集成からなる。

ち．点上は、広l：』の街！？？付近の絵で、た下に彼らの街rijr

と店、われる「大道寺布陣」の文寸：がみえる。水野」｜二信も

しくは｜司illした息了のlト；j主の＇j1；になるものと考えられ、
か人＂＂也

この！日j後には 、 大坂を 1-1•， てやIt的から！ム i:.j に fl］ る道中の；片
側を十11/iいた和歌をまじえた絵が281師ある。jγの表紙にl!i'i

られているのは、土産物の柴rや扇の袋であろうか。ほ

かにも道＂＇各務の i1i'i札をWiり込んだ問所などもあり 、現

代の感覚でいう従軍という 1必辿した級 fーはうかがえない。

この卜｜記を収録する 「，・r・窓紀IJIJ』は、水野』｜二信による
..，人.，，.

ニr－－世紀にわたる微々な記録の集成で、 ペリー米航、安政
じしん

地／，~、幕末の政iti'li守勢等々 、 幕府や ii作 ＂ ＇収の政治外交1111
ニラ，E人 ら〈し a

組から桂1 'i11 の孫.~：：まで重大半nはほとんと引tj縦されてい
る。



奥
村
得
義
編

『国
秘
録
』
に
つ
い
て

「一
逢
左
」
五
十
四
号
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に

い
尾
間
取
締
土
奥
村
符
（徳
）義

（一主
一丁

一八六
ニ）
は、

名
古
屋
城
の
服
史
と
現
状
に
つ
い
て
の
詳
し
い

き
ん
じ
・
う
お
ん
ニ
ろ
〈

記
録
で
あ
る
「
金
城
品
市
録
」
を
編
纂
す
る
に

あ
た

っ
て
、
数
行
冊
を
越
え
る
多
く
の
作
物
を

収
集
し
た
。
こ
の
、
利
義
の
出
蔵
品
川H
に
は
、

ニ
〈

ひ

ろ
〈

「
同
秘
録
」
と
名
付
け
ら
れ
た

一
群
の
写
本
が

存
在
す
る
。
「
国
秘
銀
」
と
は
、
国
H
尾
張
園
、

尾
張
務
に
と

っ
て
の
極
秘
の
記
録
を
意
味
す
る
。

務
の
制
度
に
か
か
わ
る
も
の
や
、
務
庁
の
記
録

は、

当
時
は
、
秘
刊
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
か

ら
、
安
易
な
取
り
扱
い
は
山
来
な
か

っ
た
。
利

義
は
、
「
金
城
品
市
録
」
編
纂
の
た
め
に
収
集

し
た
名
古
屋
城
や
、
出
張
滞
に
閲
す
る
資
料
に
、

「
国
秘
録
」
と
い
う
冠
称
を
付
し
た
の
で
あ
る
。

奥
村
得
義
の
蔵
曹
は
、
先
日す
で
紹
介
し
た
と

お
り
、
数
カ
所
に
分
蔵
さ
れ
て
い
る
。
「
凶
秘

録
」
の
名
称
が
付
せ
ら
れ
た
持
物
も

一
カ
所
に

ま
と
ま

っ
て
い
な
い
上
、
組
範
が
れ
行
わ

っ
た
り

作
き
換
え
ら
れ
た
り
し
て
、

「凶
山
知
録
」
の
文

字
が
な
く
な

っ
て
い
る
場
合
も
あ

っ
て
確
認
し

に
く
い
も
の
も
多
い
。

下
記
は
、
こ
れ
ま
で
に
雌
認
で
き
た
「
国
秘

録
L

を

一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
。
ー
か
ら
位
ま

で
は
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
に
「
国
秘
録
」

六

十
三
情
と
し
て
所
蔵
さ
れ
る
も
の
で
、
明
治
凹

十
年
代
に
名
占
尾
市
が
、
市
史
編
纂
の
資
料
収

集
の
た
め
の
鋒
与
を
お
こ
な

っ
た
際
に
は
、
す

で
に
尾
張
徳
川
家
の
政
市
円
で
あ
っ
た
。
明
治
ご

卜
五
年
に
、
伺
義
の
養
子
定
が
、

「〈半
減
川
山
内

録
」
の
刈川
市
山
本
の
未
納
分
を
献
納
し
た
際
、
も

し
く
は
、
そ
れ
以
前
に
徳
川
家
に
納
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
名
古
屋
市
移
官
前
の
蓬
左
文

庫
の
蔵
舎
で
あ
っ
た
。

M
M
l
η
ま
で
は、

大
正
六
年
、

三
行
附
余
の

蔵
書
を
尾
張
徳
川
家
が
定
か
ら
買
い
上
げ
た
際

に
合
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
附
和
二
十
五

年
の
蓬
左
文
庫
の
名
古
屋
市
移
竹
に
よ

っ
て
、

一
一カ
所
に
分
蔵
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

η
i
沌
ま
で
の
十
二
冊
は
、
東
洋
文
庫
で
は
、

「
国
秘
録
」
と
し
て

一
括
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
大
正
七
年
に
定
が
没
す
る
ま
で
は
、
奥
村

家
の
政
市
円
で
あ

っ
た
が
、
奥
村
家
の
広
島
移
住

に
と
も
な

っ
て
処
分
さ
れ
、

出れ
崎
文
庫
の
蔵
門

と
な

っ
た
た
め
、
現
在
、
同
文
庫
の
蔵
川
を
引

き
継
ぐ
東
洋
文
庫
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。

「
鶴
舞
」
と
あ
る
欄
に
記
入
し
た
の
は
、
名

古
屋
市
鶴
舞
中
央
図
書
館
蔵
の
名
古
屋
市
史
資

料
本
の
番
号
で
あ
る
。
明
治
問
十
年
か
ら
大
正

初
年
に
か
け
て

『名
古
屋
市
史
』
（
大
正
問

・

五
年
刊
行
）
の
編
纂
資
料
と
し
て
作
写
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
多
く
を
件
写
し
て
お

い
て
く
れ
た
お
か
げ
で
ほ
と
ん
ど
を
名
占
屋
で

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
定
が
名
古
屋
市

史
の
嘱
託
と
し
て
編
纂
に
か
か
わ

っ
て
い
た
こ

と
に
も
よ
る
が
、
得
義
の
政
古
に
は
、
そ
れ
だ

け
尾
張
務
や
名
古
屋
の
歴
史
に
つ
い
て
の
基
礎

資
料
が
数
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
名
古
屋
市
山

編
纂
の
主
要
部
分
を
担
う
資
料
だ

っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

国秘録一覧
※名古jゼ市餓i'~f'll火~j -,1 ｝：白目i i政m史資料本の干昨日ーを不す

j函帯 資料，名 〔（ ) l;l·J は餓~!f.1'6! -,1 ：：飴の 卜13止に記紋された1t:r1-r.を／J＇す〕 点数 原本所蔵者 資料番号 校番号 ※l't"Ult. 
巡見御用留（術l巡究官l生:I.五） 2 徳川林政史 28-3 1-2 市9-64

2 文恭院緩衝l代市ケiH制）｝ぷ記 徳川林政史 28-3 3 
3 術l右筆所秘記 l 徳川林政！と 28-3 4 
4 f~I葬送記 l 徳川林政史 28-3 5 
5 術Jff!IJ 御秘i!J' 徳川林政史 28-3 6 市14-12

6 紀州様f~I下向 I！鳥海御泊ニ出駅之記 l 徳川林政史 28-3 7 
7 j毛州ニ有之名物倒l道具付 徳川林政！と 28-3 8 
8 術l参府御供列諸事留 徳川林政史 28-3 9 
9 f~J老 rj I松平手II泉守殿上京熱｜刊JI：：宿ニイサ為i~rmn.1 駅切 徳川林政！と 28-3 10 
10 木曽川 j盈漁獲之儀ニイサ坪内領之者共及公訴候－ 1~1ニ写（蘇流 l 徳川林政史 28-3 11 市14-57

j主張川之旧法）

11 ｜こl光術l予参間；1:: 3 徳川林政！と 28-3 12～14 
12 術l道中御目付方手控 2 徳川林政！と 28-3 15-16 
13 御用部屋行事 3 徳川林政史 28-3 17-19 市14-43
14 制l天守御修復留 （御天守御修復） 3 徳川林政史 28-3 20-22 rl113-30 
15 f却女中向御定書写 徳川林政！と 28-3 23 rl114-14 
16 l毛州御広敷御役附大抵 （御！貴敷之大抵）

合I
徳川林政史 28-3 23 rlll4-14 

J7 松の業日記 徳川林政史 28-3 23 rl114-14 
18 原lの記 徳川林政史 28-3 23 rlT14-l4 
19 上位一候大道寺家之官記 l 徳川林政史 28-3 24 
20 :w役御定 4 徳川林政史 28-3 25-28 
21 術l統l限 6 徳川林政史 28-3 29～34 可T12-10 
22 術l巡覧官f 3 徳川林政！と 28-3 35-37 市9-64
23 f前l巡覧ft!絞ti 3 徳川林政史 28-3 38-40 

- 6-



j血需ニ 'ti料名〔（)I付は紛PWl><h'l＇館の llHに記，｜世された資料名を；J；す〕 点数 原本所践者 資本｜番号 校番号 ※鶴舞

24 1制i本丸紀事 9 徳川林政史 28-3 41-49 

25 仁使御礼使間 2 徳川林政~ 28-3 50-51 
26 1制l小納戸御役所文絡 l 徳川林政！と 28-3 52 
27 国城経営図記 l 徳川林政史 28-3 53 1118-133 
28 f司JI刻礼御用邸~ j草 rj I手控写 l 徳川林政史 28-3 54 
29 仁使之節熱Hオ山駅留 徳川林政史 28-3 55 
30 f制l簾rjJ様御主11葬 徳川林政！と 28-3 56 
31 f制l道 1:1~，御行安lj （御行列附） 徳川林政史 28-3 57 rl114-ll 
32 御城代衆御使 l 徳川林政！と 28-3 58 
33 urr奉行之律 l 徳川林政史 28-3 59 市14-37
34 文化御傍目 l 徳川林政史 28-3 60 
35 f制lイ士tli:改l限 l 徳川林政史 28-3 61 
36 f制l天守銑i娩純金文政以後下品ニ相成分取替方大法秘(11司l天 徳川林政史 28-3 62 1118-48 

守銑之金数和）

37 ＇＂＇＇分勤書之留（型｝Iii奇定之旧記） 徳川林政史 28-3 62 1118-48 
38 万石以下衆御加l判之節諸文格 （万石以下衆御加｜判成文絡） 合l 徳川林政史 28-3 62 市8-48

39 御多門内江納候諸色之党（東f.ill門二｜借入記） 徳川林政史 28-3 62 市8-48
40 道中判鑑申請方御！＝I付江之達一候（御目付方判鑑） 徳川林政史 28-3 62 市8-48
41 痢l宮御下向之事記 徳川林政！と 28-3 62 T有8-48
42 女f針l御入内ニ付京都江之御使相勤候留（女御l入内御使之記） l 徳川林政史 28-3 63 市3-54

43 I.ill平年前奉行石場役往j泣方手控 （御将官i'i奉行石場役及往還方 l 徳川林政！と 31-l T打13-112

手控）

44 古触官i抜司令（古f11！状抜N) l 徳、川林政！と 31-2 11114-42 
45 術l役高年｜仮調 l 徳川林政！と 31-3 Tli 14-25 
46 fQ.山志 2 蓬左文w 31-4 d15-l5 
47 天キII二年術l家，，，分｜拠l阪（御家，，，分｜決l阪） l 徳川林政！よ！ 31-5 市1J-139 
48 江戸術l在府「，－，術l；途＂＇御会将之官 （江戸術l会釈ft!) l 蓬左文庫 31-6 市3-10
49 大御香典頭加役留 l 徳川林政！と 31-7 f打14-23
50 制ll'iil・御役j主JllH l 蓬左文庫 31-8 
51 宇治茶道i駄一候留 （宇治茶進i拡） l 蓬左文hi! 31-9 I打16-7
52 御代初御祝御能f割Jl!打 2 ；宝左文庫 31-10 rll16-J 6 
53 千石以上旬！日波付 2 蓬左文J~f 31-ll 
54 御城代衆日l限（矛庁記） 2 徳川林政！と 31-12 市14-4
55 御勘定奉行7じブ］?=J文絡 l 徳川林政！と 31-13 l打3-26

56 安政御改革惣｜限 6 徳川林政！と 31-14 dT ll 7 
57 ゆJ倫堂始JJlt 蓬左文庫 31-15 1117-202 
58 隼人正殿病1jJ f割l尋問4同l等 （隼人正殿病rjI J剤］ ＇！＿ •；•. 同体4-ji. 、 御 蓬左文庫 31-16 d13-68 

川番御用保i＇：：・抜、i度辺家之、Ji-)

59 役寄l候書抜 l 徳川林政！と 31-17 rlT ll -157 
60 ｜岐阻谷深々 IIり問記 l 蓬左文庫 31-18 l打13-89
61 ニE政復，，，公平1、筆記 4 蓬左文庫 31-19 
62 小坂1 1： ~1r左衛門記 l 徳川林政！と 31-20 dT 12-25 
63 大道寺家秘録 （大道寺｛実家泌録） l 徳川林政！と 31-21 d19-95 
64 諸1制l定，，－1r-所々制札キIE記 l 徳川林政！と 31-22 dT14-50 
65 ~ilf:r.皮之！出 6 徳川林政！と 31-23 市2-46
66 維新当初分llHr阪 2 徳川林政！と 31-24 
67 f.ill:Jil手一線 （御JiJ・手） l 徳川林政！と 31-25 dT 17-4 
68 I.ill l勝手改革一候 l 蓬左文庫 31-26 TIT 15-4 
69 尾張諸｜主十一格之ょJi. (J毛張十一格之記） l 蓬左文J• lf 31-27 1118-13 
70 伊藤直之進上；，1:: 5 徳川林政！と 31-28 rl117-l 
71 御｜王｜諸侍御法度之官＇！ (J~ij長 ｜五｜術l法度之市記） l ；宝左文庫 31-46 T打14-99
72 御l!/B内外住居歴代圧tWxi:rt（御廊内外邸記） l 徳川林政！と 31-64 I打13-28
73 J!ril:;悲録 l 東洋文庫 XIJ3DA-1003 市ll-71
74 術l徒i倍以下分｜決l阪 （J織泰録第二lilt) l 東洋文庫 XI 13DA-I 003 市ll-71 
75 ニ ノ 丸術l宮術I ~＇~崖控 ＂＇寺I.ill 参話井I.ill任干（の秘主II （術l参桁iifi. l 東洋文J• li Xll3DA-1003 TIT5-23 

術l任l"l.次第）

76 掃｜徐方留記 l 東洋文庫 Xll3DA-1003 
77 熱田御朱印改併記 l 東洋文Jilf Xll3DA-1003 di9-2 
78 始公御笑録 （ 1~x公笑録） 7 東洋文Jilf Xll3DA-1003 rlT ll 48 
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．表紙さまざま （表紙口絵解説）

金
沢
文
庫
旧
蔵
の

『続
日
本
紀
』
の
表
紙
で
あ
る
。
巻
子

本
で
あ
る
た
め
巻
初
に
中
身
を
保
護
す
る
た
め
に
つ
け
ら
れ

た
紙
が
表
紙
に
あ
た
り
、
藍
に
染
め
た
繊
維
を
風
紋
の
よ
う

ら
も
人
し

に
混
じ
り
漉
き
に
し
た
羅
紋
紙
と
よ
ば
れ
る
紙
が
使
用
さ
れ

て
い
る
。

『続
日
本
紀
』
は
、
『日
本
書
紀
』
に
続
い
て
八
世
紀
末
に

編
纂
さ
れ
た
官
撰
史
書
で
、
奈
良
時
代
を
中
心
と
す
る
約
一

世
紀
（
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
末
）
の
編
年
記
録
で
あ
る
。
本

書
は
現
存
最
古
の
写
本
。
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

金
沢
文
庫
か
ら
流
出
し
た
本
舎
は
、
慶
長
十
七
年
（

一
六

ご
乙
伊
豆
山
神
社
の
別
当
寺
般
若
院
の
僧
か
ら
家
康
に
献

上
さ
れ
た
。
こ
の
時
す
で
に
巻
一
か
ら
十
巻
が
欠
け
て
い
た

た
め
、
家
康
は
不
足
分
を
五
山
の
僧
に
書
写
さ
せ
凹
十
巻
と

し
た
。
表
紙
の
紙
自
身
は
、
十
二
、
三
世
紀
こ
ろ
ま
で
遡
り

う
る
古
い
物
で
あ
る
が
、
最
初
か
ら
表
紙
に
使
用
さ
れ
て
い

た
か
ど
う
か
は
、
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
家
康
が
作
成
さ

せ
た
十
巻
分
の
表
紙
に
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
家
康

の
手
元
に
入
っ
た
と
き
に
は
こ
の
表
紙
が
つ
い
て
い
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

家
康
没
後
、
こ
の
写
本
は

「
駿
河
御
譲
本
」

と
し
て
そ
の

続日本紀

す
先
手
T
’

i
f
国
同
岡
山

役
立
で
・2
ゑ
ふ
荷
重
企
街
ぜ
皇
太
ま
申
告
す
吟

斜
度
具
室
恭
裂
け

え
骨
組
内
押
晴
費
抑
悼
み
炭
呑
呈

T年
春
’
が
月
庚
千
羽

え
量
得

J

令
官
宴
侍
義
一
乏
己
よ
れ
号
待
性
感

神
尾
d
g
A
身・白
殺
dAゑ
rT主
阿
佐
。
札
£
・ゐ
堂
本
企
～
一

政
夫
下
笠
帝
政
弘
一
筑
丸
・0
胃
鵠
銭
語
講
ニ
員
不
点
枇
半
戸

罪
五
九
吟
一
華
其
六
一
位
乙
下
退
位
一
時
あ
ι
平
京
宮
亭

－長
r
」
正
予
言
M
株
比凪
え
官
協
〔k
b
k
喜

h
p「’
L
路
易

F

子
尾
張
藩
主
義
直
に
与
え
ら
れ
、
彼
の
蔵
書
と
な
っ
た
。
本

書
の
巻
頭
に
は
、
「
金
沢
文
庫
L

の
墨
印
と
と
も
に
、
義
置

の
蔵
書
印
「
御
本
」
の
朱
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
御
本
」
の
印
記
に
は
、
上
の
写
真
の
よ
う
に
左
右
に

二
分
さ
れ
、
天
地
逆
に
強
り
合
わ
せ
で
あ
っ

た
り
、
ず
れ
て
い
た
り
、
さ
ら
に
は
片
側
半

分
し
か
な
か
っ
た
り
と
い
っ
た
例
が
見
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
義
直
の
蔵
官
と
な
っ
て
以
降

に
改
装
が
お
こ
な
わ
れ
、
表
紙
の
紙
は
そ
の

ま
ま
使
用
さ
れ
た
が
、
裳
に
あ
た
る
見
返
し

部
分
に
つ
い
て
は
、
取
り
外
し
て
新
し
い
物

と
取
り
替
え
た
た
め
に
起
き
た
事
で
あ
ろ
う
。

江
戸
時
代
、
尾
張
務
は
、
歴
代
務
主
と
く

に
初
代
義
直
の
蔵
書
に
つ
い
て
は
、
極
め
て

行
き
周
い
た
管
理
を
行
な
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
駿
河
御
譲
本
と
な
れ
ば
、
特
に
厳
重
だ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
改
装
は
明
治
維
新
後

に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

続日本紀 40巻鎌倉時代 (13世紀）写

（巻lから10は慶長19年（1614）写）

29.9×531目7～ 1757.4cm

!IニJ'1IT9 II寺30分一午iti:5 II# 

毎月Hid日、第 3金ll?tlFl 
祝I](LI 服、 nu援のいずれかに重なる場合は、

開館、月、火休館）

特別l整Jiil)~］ tfJj ( 2週11¥J)
11:=.,Jミ年始（12川28[1～ 1JJ 4卜I)

館内のみ。鉛外貨しl:Piしはいたしません。

閲覧時間 l~J梨凶占午前 9 ll.'f30分一1211寺

午後 li昨～ 5 11~＇

！日l梨i>{l,1i: 午前 911手30分一午後 511寺

1~：イF 卜．支附のないものについて、マイクロフ ィ ルム

後写．などの方法により行ないます。

•12話 ・ 郵便による f1J 込みも可。

取扱い時間 午前 9IJ；~o3Q分一 l2時午後 l 時～ 5時

301'H'U立の19i・ ii定資料を随時様示。 テーマ、 WJlll~ ， 1111 

数は、 ii三度ーにより異なります。

会物箪笥（29.7×47.3×37.3cm) 

開館時間

休館日

｜ヲ 11/<l

覧

刀て

復写サービス

展

閲

名古屋市蓬左文庫

名古屋市東区徳川lllTlOOl

fi (052) 9 3 5 -2 1 7 3 

. 交通

：｛＇，，片山出火、栄より

dTパスu却下パス 2帯）・：｛＇，欽パス （「木地ヶl京J:iTfli」行）

「$Jill'i米」 F11（、 'IA！歩5分

）（•，＇！，•恨より

J R 'i ＇央線「 ｝：：.·，~.. 似」｜、 11 （、 l＇~i 「l より従歩JO分

干461

会制集 ・発行 ：名古屋市蓬左文庫（東区徳川町1001番地）

合印刷lj：菱源印刷工業（附

女平成 811三10月5H発行

交無料 交不定JV］刊行
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